
 
千葉都市計画地区計画の変更（千葉市決定） 

 

都市計画千葉大学西千葉キャンパス地区地区計画を次のように変更する。             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名  称 千葉大学西千葉キャンパス地区地区計画 

位  置 千葉市稲毛区弥生町の一部 

面  積 約４０．３ｈａ 

地区計画の目標 

本地区は、ＪＲ総武線西千葉駅の北に位置し、千葉大学の教育・研究施設や附属小学校・中学

校、運動場等が立地し、緑豊かな環境を形成する大学のキャンパスが立地する地区である。  

 本地区では、教育・研究の高度化に向け、大学キャンパスの再整備を行うため、機能的で開放

的な環境を整えるとともに、豊かな緑資源の保全や防災機能の維持に努め、「文教のまち」にふさ

わしい土地利用の誘導と周辺の居住環境や景観と調和のとれた街なみの形成を図る。  

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針 

土地利用に関する 

方針 

高等教育機関として高度な教育・研究機能の充実を図るほか、緑豊かでうるおいのある美しい

キャンパス景観を保全するとともに、次の土地利用を図る。 

 

(１) 地区の中央部から地区南側は、大学の教育・研究施設の集約化と高度利用を図る区域とし、

地区の東側外周部は、大学の教育・研究施設を主体として、低層・中層の建物を配置する。 

(２) 大学の正門、南門、附属幼稚園入口を結ぶ地区外周部は、学内及び地域との交流の促進を図

り、大学の地域開放施設を主体として、低層の建物を配置する。  

(３) 地区の西側は、附属学校施設を主体として、低層・中層の建物を配置する。  

(４) 地区の北側は、運動場や運動施設を主体として、低層の建物を配置し、大規模火災時におけ

る避難場所としてオープンスペースを維持する。 

 

建築物等その他の 

工作物の整備の方針 

「文教のまち」にふさわしい市街地環境の形成を図るため、建築物等に関する事項を次のとおり

定める。 

 

(１) 建築物等の用途の制限 

(２) 壁面の位置の制限 

(３) 建築物の高さの最高限度 

(４) 建築物等の形態又は色彩その他の意匠の制限 

 



 

「区域、地区整備計画区域、地区の区分及び壁面の位置の制限は、計画図表示のとおり」 

 

理由 

 令和４年９月、本地区の一部と、隣接する東京大学生産技術研究所跡地の一部との土地交換を行うこととなった。このこ

とにより、本地区の敷地形状が変わり、区域変更の必要が生じたため、緑豊かで良好な環境を将来にわたって維持していく

ために、平成２７年３月に策定された地区計画を変更する。 
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区分の名称 
大学地区 

地域交流地区 附属学校地区 運動場地区 
（Ａ） （Ｂ） 

区分の面積 約２３．７ｈａ 約２．８ｈａ 約２．４ｈａ 約５．２ｈａ 約６．３ｈａ 

建 
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す 
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建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物は、建築してはならない。 

（１）住宅  

（２）兼用住宅 

（３）ボーリング場、スケート場、水泳場又は建築基準法施行令第 130 条の６の２に規定する運

動施設（建築物に附属するものを除く。） 

（４）神社、寺院、教会その他これらに類するもの  

（５）公衆浴場  

（６）自動車教習所 

（７）自動車車庫（建築物に附属するものを除く。） 

（８）店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもの 

ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 

   ア その用途に供する部分が、計画図に示す大学地区Ａ、大学地区Ｂ又は附属学校地区に

あるもの（建築物に附属するものに限る。） 

   イ その用途に供する部分が、計画図に示す地域交流地区にあるもの  

（９）畜舎又は工場の用途に供するもの（建築物に附属するもので、その用途に供する部分が計

画図に示す大学地区Ａ、大学地区Ｂ又は附属学校地区にあるものを除く。） 

（10）危険物の貯蔵又は処理に供するもの（建築物に附属するもので、その用途に供する部分が

計画図に示す大学地区Ａ、大学地区Ｂ、附属学校地区又は運動場地区にあるものを除く。） 

（11）集会場（建築物に附属するもので、その用途に供する部分が計画図に示す大学地区Ａ、大

学地区Ｂ、地域交流地区又は附属学校地区にあるものを除く。） 

（12）共同住宅、寄宿舎、下宿、ホテル、旅館又は事務所の用途に供するもの（その用途に供す

る部分が６階以下であり、かつ、計画図に示す大学地区Ａ、大学地区Ｂ又は地域交流地区

にあるものを除く。） 

（13）老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これらに類するもの（６階以下の部分

をその用途に供するものを除く。） 

（14）老人福祉センター、児童厚生施設その他これらに類するもの（６階以下の部分をその用途

に供するものを除く。） 

 

壁面の 

位置の制限 

建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から、道路境界線及び隣地境界線までの後退距離は、次

に掲げるとおりとする。 

ただし、自動車車庫、自転車駐車場、物置等の附属建築物で高さが３ｍ以下のもの、地階のも

の及び建築物の管理上最小限必要な附帯施設については、この限りではない。 

（１）１号壁面線においては、５ｍ以上とする。 

 

建築物の高さ

の最高限度 
４５ｍ ２０ｍ １０ｍ ２０ｍ １０ｍ 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

建築物の屋根及び外壁又はこれに代わる柱の色彩は、原色を避け周辺の環境に調和した落ち着

きのあるものとする。 
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